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令和６年度決算に基づく千葉市健全化判断比率等の審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により審査に付された令和６年度決算に基づく千葉市健全化判断比率及

び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したの

で、次のとおり意見を提出します。 
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表記に関する注意事項 

 

 １ 実質公債費比率（単年度）は、算定の基礎となる事項を記載した書類では小数点

以下第５位まで表示されるが、小数点以下第３位を四捨五入して表示した。 

 ２ 文中の金額は、原則として万円単位で表示し、単位未満を切り捨てた。 
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令和６年度決算に基づく千葉市健全化判断比率等審査意見 
 

 

第１ 審査の対象 

 １ 令和６年度決算に基づく健全化判断比率 

 （１）実質赤字比率 

 （２）連結実質赤字比率 

 （３）実質公債費比率 

 （４）将来負担比率 

 ２ 令和６年度決算に基づく資金不足比率 

 ３ 上記各比率の算定の基礎となる事項を記載した書類 

 
第２ 審査の期間 

   令和７年７月１日から同年８月２０日まで 

 

第３ 審査の着眼点 

   関係法令及び国が作成した「地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率及び

資金不足比率に関するチェックポイント」に基づき、算定書類が作成され、健全化判断

比率及び資金不足比率が適正に算定されているか。 

 

第４ 審査の主な実施内容 

   審査は、千葉市監査基準に基づき実施した。審査の方法については、審査に付された

算定書類について、算定根拠資料との照合を行うほか、関係職員からの説明を聴取する

などの方法により実施した。 

 

第５ 審査の日程 

日付 内  容 

令和７年７月１６日 概況説明の聴取 令和７年度第７回監査委員会議 

令和７年８月２０日 復命 令和７年度第１１回監査委員会議 
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第６ 審査の結果 

   令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎

となる事項を記載した書類は、法令に適合し、かつ正確であると認められた。 

   なお、健全化判断比率及び資金不足比率の状況は以下のとおりである。 

 

令和６年度決算に基づく健全化判断比率 

(単位：％) 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － 10.4 120.1 

 

 

令和６年度決算に基づく資金不足比率 
(単位：％) 

病 院 事 業 下水道事業 農業集落排水事業 水道事業 地方卸売市場事業 動物公園事業 

－ － － － － － 
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【参考】 

 

健全化判断比率等の算定対象となる会計 

 

一
般
会
計
等
（
８
会
計
） 

一 般 会 計   
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字
比
率 
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字 
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率 
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費 

比 

率 

・ 

将 

来 

負 

担 

比 

率 

一般会計等に属する特別会計 

（７会計） 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業    

霊 園 事 業    

都市計画土地区画整理事業    

市 街 地 再 開 発 事 業    

公 共 用 地 取 得 事 業    

学 校 給 食 事 業    

公 債 管 理    

公
営
事
業
会
計
（ 

会
計
） 

一般会計等以外の特別会計の 

うち公営企業に係る特別会計 

以外の特別会計（４会計） 

国 民 健 康 保 険 事 業     

介 護 保 険 事 業     

後 期 高 齢 者 医 療 事 業     

競 輪 事 業     

公営企業会計 

（６会計） 

法 適 用 企 業 

（４会計） 

病 院 事 業  

※
資
金
不
足
比
率 

  

下 水 道 事 業    

農 業 集 落 排 水 事 業    

水 道 事 業    

法非適用企業 

（２会計） 

地 方 卸 売 市 場 事 業    

動 物 公 園 事 業    

        
 一部事務組合 （千葉県市町村総合事務組合）      

 広 域 連 合 （千葉県後期高齢者医療広域連合）      

※１ 資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定される。 

※２ 農業集落排水事業は、令和６年度から地方公営企業法の財務規定等を適用して、法非適

用企業から法適用企業へ移行した。 
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【総括】 

１ 健全化判断比率 

  令和６年度決算に基づく健全化判断比率は、表１のとおりである。 

 

表１ 令和６年度決算に基づく健全化判断比率 
(単位：％、ポイント) 

区  分 令和６年度 令和５年度 前年度増減 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 － － － 11.25 20.00 

連結実質赤字比率 － － － 16.25 30.00 

実質公債費比率 
10.4 

(9.92) 

10.7     

(10.67)    

△0.3    

(△0.75)    
25.0  35.0  

将 来 負 担 比 率 120.1 122.4 △2.3    400.0   

（注）１ 実質公債費比率の（ ）内の数値は、単年度の数値である。 

２ 詳細については、p.6～13 を参照。 

  実質赤字比率は、一般会計等における実質収支が黒字となったため、前年度と同様に発生しない。 

  連結実質赤字比率は、全会計において実質赤字が生じていないため、前年度と同様に発生しない。 

  実質公債費比率は 10.4％で、前年度と比較すると 0.3ポイントの低下である。 

なお、単年度の比率は 9.92％で、前年度と比較すると 0.75ポイントの低下である。主な理由は、

標準財政規模が増加したことによるものである。 

  将来負担比率は 120.1％で、前年度と比較すると 2.3 ポイントの低下である。主な理由は、標準

財政規模が増加したことによるものである。 

いずれの比率においても早期健全化基準を下回る結果となっている。 

  なお、実質公債費比率及び将来負担比率の推移は、図１のとおりである。 

 

図１ 実質公債費比率及び将来負担比率の推移 
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２ 資金不足比率 

  令和６年度決算に基づく各公営企業会計における資金不足比率は、表２のとおりである。 

 

表２ 令和６年度決算に基づく各公営企業会計における資金不足比率 

(単位：％、ポイント) 

区  分 令和６年度 令和５年度 前年度増減 経営健全化基準 

病 院 事 業 － － － 

20.0 

下 水 道 事 業 － － － 

農業集落排水事業 － － － 

水 道 事 業 － － － 

地方卸売市場事業 － － － 

動 物 公 園 事 業 － － － 

（注）詳細については、p.14、15 を参照。 

  各公営企業会計における資金不足比率は、前年度と同様に資金の不足額がないため、当該比率は

発生しない。 

 

表３ 法適用企業における資金剰余額の推移 

(単位：千円) 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

病 院 事 業 2,923,569 5,361,345 6,848,869 5,794,469 4,073,367 

下水道事業 963,723 1,381,661 1,032,295 1,365,749 1,984,670 

農 業 集 落 

排 水 事 業 
－ － － － 9,784 

水 道 事 業 144,040 224,755 143,753 139,173 227,971 

（注）１ 資金剰余額とは、資金不足額の正負の符号を逆にしたものである。 

２ 資金不足額の算定式は、p.14 の２（１）アを参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語説明 

早期健全化基準 

 自主的かつ計画的に財政の健全化を図るべき基準であり、比率のいずれかが基準以上である場合には、財政健

全化計画を定めることとなる。 

財政再生基準 

 国等の関与により計画的に財政の再生を図るべき基準であり、将来負担比率を除く比率のいずれかが基準以上

である場合には、財政再生計画を定めることとなる。 

経営健全化基準 

 自主的かつ計画的に経営の健全化を図るべき基準であり、比率が基準以上である場合には、経営健全化計画を

定めることとなる。 
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【比率別状況】 

１ 健全化判断比率の状況 

  健全化判断比率の状況は、次のとおりである。 

（１）実質赤字比率 

   実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額が、標準財政規模に占める割合を表す

指標であり、一般会計等の実質赤字額がマイナスとなる場合は、黒字であり当該比率は発生し

ない。 

 

  ア 実質赤字比率の算定 

    実質赤字比率の算定式は、次のとおりで、一般会計等における実質収支が黒字となり、実

質赤字額がマイナスとなったことから、実質赤字比率は発生しない。 

 

実質赤字比率 ［ － ］ ＝ 

一般会計等の実質赤字額［△2,981,132千円］ 
 

標 準 財 政 規 模［270,424,205千円］  

  イ 実質赤字比率の前年度比較 

    実質赤字比率は、表４のとおり前年度と同様に発生しない。 

 
表４ 実質赤字比率の前年度比較 

(単位：％、ポイント) 

区  分 令和６年度 令和５年度 前年度増減 

実 質 赤 字 比 率 － － － 

  ウ 実質赤字比率の算定内訳 

    一般会計等の実質赤字額は、表５のとおりである。 

表５ 一般会計等の実質赤字額 

(単位：千円) 

区   分 
歳入総額 

ａ 

歳出総額 

ｂ 

形式収支額 

ｃ＝ａ-ｂ 

翌年度に繰り 

越すべき財源 

ｄ 

令和6年度 

実質収支額 

ｅ＝ｃ-ｄ 

令和5年度 

実質収支額 

ｆ 

増 減 額 

ｅ-ｆ 

一 般 会 計 529,470,242 525,677,208 3,793,034 811,902 2,981,132 2,849,098 132,034 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 752,379 309,882 442,497 442,497 0 0 0 

霊 園 事 業 870,337 870,337 0 0 0 0 0 

都市計画土地区画整理事業 828,207 724,636 103,571 103,571 0 0 0 

市 街 地 再 開 発 事 業 517,048 517,048 0 0 0 0 0 

公 共 用 地 取 得 事 業 590,997 590,997 0 0 0 0 0 

学 校 給 食 事 業 9,461,045 9,461,045 0   0 0 0 0 

公 債 管 理 137,494,594 137,494,594 0   0 0 0 0 

合   計 679,984,849 675,645,747 4,339,102 1,357,970  2,981,132 2,849,098 132,034 

        
   実 質 赤 字 額 △2,981,132 △2,849,098 △132,034 
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  一般会計等の実質赤字額は、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支額から、翌年度に

繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額が 29億 8,113万円となったことから、△29億 8,113

万円（黒字）である。 

  なお、実質収支額を前年度と比較すると 1億 3,203万円増加しているが、これは一般会計の

実質収支額が増加したことによるものである。 

 

  標準財政規模は、表６のとおりである。 

 

表６ 標準財政規模 

(単位：千円) 

区    分 令和６年度 令和５年度 増 減 額 

標 準 税 収 入 額 等 237,850,851 231,172,272 6,678,579 

普 通 交 付 税 交 付 額 28,816,373 24,328,228 4,488,145 

臨時財政対策債発行可能額 3,756,981 8,754,637 △4,997,656 

標 準 財 政 規 模 270,424,205 264,255,137 6,169,068 

 

  標準財政規模は、普通交付税の算定における標準税収入額等、普通交付税交付額及び臨時

財政対策債発行可能額を合算したもので、2,704億 2,420万円である。 

  標準財政規模を前年度と比較すると 61 億 6,906 万円増加しているが、これは主に標準税収

入額等が増加したことによるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語説明 

標準財政規模 

 地方公共団体における一般財源の標準的な規模を示すものであり、普通交付税の算定における標準税収入額等

（市税、地方譲与税など）、普通交付税交付額及び臨時財政対策債発行可能額を合算したもの 

臨時財政対策債発行可能額 

 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第５条の特例として発

行される地方債の発行可能額 
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（２）連結実質赤字比率 

   連結実質赤字比率は、全１８会計を対象とした連結実質赤字額が、標準財政規模に占める割

合を表す指標であり、連結実質赤字額がマイナスとなる場合は、黒字であり当該比率は発生し

ない。 

 

  ア 連結実質赤字比率の算定 

    連結実質赤字比率の算定式は、次のとおりで、全会計における連結実質収支が黒字とな

り、連結実質赤字額がマイナスとなったことから、連結実質赤字比率は発生しない。 

 

連結実質赤字比率 ［ － ］ ＝ 

連 結 実 質 赤 字 額［△11,389,467千円］ 
 

標 準 財 政 規 模［270,424,205千円］  

 

  イ 連結実質赤字比率の前年度比較 

    連結実質赤字比率は、表７のとおり前年度と同様に発生しない。 

 

表７ 連結実質赤字比率の前年度比較 

(単位：％、ポイント) 

区  分 令和６年度 令和５年度 前年度増減 

連結実質赤字比率 － － － 
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  ウ 連結実質赤字比率の算定内訳 

    連結実質赤字額は、表８のとおりである。 

 

表８ 連結実質赤字額 

(単位：千円) 

区     分 
実質収支額又は資金剰余額 

増 減 額 
令和６年度 令和５年度 

一 般 会 計 等（８会計）ａ 2,981,132 2,849,098 132,034 

一般会計等以外の特別会計 

の う ち 公 営 企 業 に 係 る 

特別会計以外の特別会計 

（４会計） 

ｂ 

国 民 健 康 保 険 事 業 58,299 153,642 △95,343 

介 護 保 険 事 業 1,937,691 127,146 1,810,545 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 106,953 27,570 79,383 

競 輪 事 業 9,600 0 9,600 

小    計 2,112,543 308,358 1,804,185 

公営企業会計 

（６会計） 

ｃ 

法 適 用 企 業 

（４会計） 

病 院 事 業 4,073,367 5,794,469 △1,721,102 

下 水 道 事 業 1,984,670 1,365,749 618,921 

農 業 集 落 排 水 事 業 9,784 - 9,784 

水 道 事 業 227,971 139,173 88,798 

法非適用企業 

（２会計） 

地 方 卸 売 市 場 事 業 0 0 0 

動 物 公 園 事 業 0 0 0 

農 業 集 落 排 水 事 業 - 203,429 △203,429 

小    計 6,295,792 7,502,820 △1,207,028 

合    計  ａ＋ｂ＋ｃ 11,389,467 10,660,276 729,191 

      
連 結 実 質 赤 字 額 △11,389,467 △ 10,660,276 △729,191 

（注）公営企業会計（６会計）については、資金剰余額を記載している。 

 

    連結実質赤字額は、一般会計等の実質収支額、一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に

係る特別会計以外の特別会計の実質収支額及び公営企業会計の資金剰余額を加えたものが 113

億 8,946万円となったことから、△113億 8,946万円（黒字）である。 

    なお、連結実質収支額を前年度と比較すると 7億 2,919万円増加しているが、これは主に介

護保険事業等の実質収支額が増加したことによるものである。 
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（３）実質公債費比率 

   実質公債費比率は、算定対象となる会計が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金

が、標準財政規模に占める割合を表す指標で、単年度の実質公債費比率３か年分を平均したも

のである。 

 

  ア 実質公債費比率の算定 

    実質公債費比率（10.4％）の算定式は、次のとおりである。 

 

 

 

＝ 
 

 

 

 地 方 債 の 

元利償還金 

ａ 

 
 

＋ 

準元利償還金 

ｂ 

 
 

－ 

 

特 定 財 源 

ｃ 

 
 

＋ 

元利償還金・準元利 
償 還 金 に 係 る 基 準 
財 政 需 要 額 算 入 額 

ｄ 
 

実質公債費比率 

（ 単 年 度 ） 21,779,814千円  41,540,356千円  11,700,809千円  27,527,015千円 

  

［9.92％］    
 

標 準 財 政 規 模 

ｅ 

 
 

－ 

元利償還金・準元利償還金に 

係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 額 

ｄ 

 
  

 
 

270,424,205千円  27,527,015千円 

   

 

(単位：％) 

実質公債費比率 

（３か年平均） 

 

令和６年度 令和５年度 令和４年度 

10.4 9.92 10.67 10.70 

 

  イ 実質公債費比率の前年度比較 

    実質公債費比率は、表９のとおり 10.4％で、前年度と比較すると 0.3ポイント低下してい

る。 

    なお、単年度の実質公債費比率は、9.92％で、前年度と比較すると、0.75ポイント低下し

ている。 

 

  表９ 実質公債費比率の前年度比較 
(単位：％、ポイント) 

区    分 
令和６年度 

Ａ 

令和５年度 

Ｂ 
令和４年度 令和３年度 

前年度増減 

Ａ－Ｂ又はＣ－Ｄ 

実 質 公 債 費 比 率 

（単 年 度）  
9.92 10.67 10.70 10.83 △0.75 

令和６年度実質公債費比率 

（３か年平均）Ｃ 
 10.4    

△0.3 
令和５年度実質公債費比率 

（３か年平均）Ｄ 
  10.7  
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  ウ 単年度の実質公債費比率の算定内訳 

    単年度の実質公債費比率の算定内訳は、表１０のとおりである。 

    表１０ 単年度の実質公債費比率の算定内訳 

                                                 (単位：千円) 

区        分 令和６年度 令和５年度 増 減 額 

分 

 

 

 

子 

地方債の元利償還金   ａ 21,779,814 24,137,297 △ 2,357,483 

準元利償還金 

ｂ 

満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金相当額 31,253,094 29,858,366 1,394,728 

企業債の償還に係る 

公営企業会計繰出金 

病 院 事 業 1,551,551 1,363,766 187,785 

下 水 道 事 業 6,458,828 7,579,616 △ 1,120,788 

農業集落排水事業 313,409 325,865 △ 12,456 

水 道 事 業 444,912 459,667 △ 14,755 

地方卸売市場事業 68,703 70,441 △ 1,738 

動 物 公 園 事 業 90,843 89,687 1,156 

公 債 費 に 準 ず る 

債 務 負 担 行 為 

PFI事業によるもの 217,595 217,419 176 

五省協定によるもの 73,425 73,425 0 

そ の 他 1,067,996 1,013,207 54,789 

一 時 借 入 金 利 子 0 0 0 

小   計 41,540,356 41,051,459 488,897 

特 定 財 源  ｃ 11,700,809 10,891,381 809,428 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ｄ 27,527,015 29,213,429 △ 1,686,414 

（ａ＋ｂ）－（ｃ＋ｄ） 24,092,346 25,083,946 △ 991,600 

分 

母 

標 準 財 政 規 模  ｅ 270,424,205 264,255,137 6,169,068 

ｅ－ｄ 242,897,190 235,041,708 7,855,482 

    分子は、地方債の元利償還金に準元利償還金を加えたものから、特定財源に元利償還金・準

元利償還金に係る基準財政需要額算入額を加えたものを差し引いた 240 億 9,234 万円であり、

前年度と比較すると 9億 9,160万円減少しているが、これは主に地方債の元利償還金が減少し

たことによるものである。 

    分母は、標準財政規模から元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額を差し引

いた 2,428 億 9,719 万円であり、前年度と比較すると 78 億 5,548 万円増加しているが、これ

は主に標準財政規模が増加したことによるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語説明 

地方債の元利償還金 

 一般会計等における地方債の元金と利子の償還に係る経費であり、繰上償還額及び満期一括償還地方債の元金

に係る経費を除いたもの 

準元利償還金 

 地方債の元利償還金に準ずるとみなされる経費で、満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金相当額（市

債管理基金積立相当額及び積立不足考慮額）、企業債償還に充てたとみなされる公営企業会計繰出金、公債費に

準ずる債務負担行為及び一時借入金利子 

特定財源 

 都市計画事業の財源として発行した地方債の元金や利子の償還に充てた都市計画税及び公営住宅使用料等 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 地方債の元利償還金やそれに準ずる準元利償還金に係る経費として、地方交付税の算定に用いられた額 
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（４）将来負担比率 

   将来負担比率は、算定対象となる会計が将来負担すべき実質的な負債が、標準財政規模に占

める割合を表す指標である。 

 

  ア 将来負担比率の算定 

    将来負担比率（120.1％）の算定式は、次のとおりである。 

 

 

 

＝ 

 

 

 

 将 来 負 担 額 

ａ － 

充 当 可 能 財 源 等 

ｂ 

＝ 

分  子 

Ａ 

将来負担比率 

 

［120.1％］ 

1,030,936,517千円 739,191,873千円 291,744,644千円 

  

   
 

標準財政規模 

ｃ － 

元利償還金・準元利償還金に 

係る基準財政需要額算入額 

ｄ 

分  母 

Ｂ   

   270,424,205千円  27,527,015千円 242,897,190千円 

 
 

 

  イ 将来負担比率の前年度比較 

    将来負担比率は、表１１のとおり 120.1％で、前年度と比較すると、2.3ポイント低下して

いる。 

 

表１１ 将来負担比率の前年度比較 

(単位：％、ポイント) 

区  分 令和６年度 令和５年度 前年度増減 

将 来 負 担 比 率 120.1 122.4  △2.3 
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  ウ 将来負担比率の算定内訳 

    将来負担比率の算定内訳は、表１２のとおりである。 

 

   表１２ 将来負担比率の算定内訳 

(単位：千円) 

区       分 令和６年度 令和５年度 増 減 額 

分 

 

 

 

子 

将 来 負 担 額 

 

ａ 

地方債の現在高 835,621,173 834,783,543 837,630 

公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出予定額 10,014,922 10,204,517 △ 189,595 

企業債の償還に係る公営企業会計繰出見込額 124,729,635 125,047,245 △317,610  

退職手当負担見込額 60,570,787 59,941,230 629,557 

設立法人の負債額等負担見込額 0 164,832 △ 164,832 

連結実質赤字額 0 0 0 

小   計 1,030,936,517 1,030,141,367 795,150 

充当可能財源等 

 

ｂ 

充当可能基金額 

市 債 管 理 基 金 127,067,743 121,302,423 5,765,320 

財 政 調 整 基 金 9,936,982 14,925,403 △ 4,988,421 

そ の 他 基 金 14,908,775 15,423,328 △ 514,553 

充 当 可 能 な 

特定財源見込額 

都 市 計 画 税 144,211,288 140,328,893 3,882,395 

公 営 住 宅 使 用 料 7,488,322 7,717,100 △ 228,778 

そ の 他 特 定 財 源 329,915 296,466 33,449 

基準財政需要額算入見込額 435,248,848 442,309,636 △7,060,788 

小   計 739,191,873 742,303,249 △3,111,376 

Ａ ＝ ａ－ｂ 291,744,644 287,838,118 3,906,526 

分 

母 

標 準 財 政 規 模 ｃ 270,424,205 264,255,137 6,169,068 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ｄ 27,527,015 29,213,429 △ 1,686,414 

Ｂ ＝ ｃ－ｄ 242,897,190 235,041,708 7,855,482 

 

    分子は、将来負担額から、充当可能財源等を差し引いた 2,917億 4,464万円であり、前年

度と比較すると 39億 652 万円増加しているが、これは主に基準財政需要額算入見込額が減少

したことによるものである。 

    分母は、標準財政規模から元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額を差し

引いた 2,428 億 9,719万円であり、前年度と比較すると 78億 5,548 万円増加しているが、こ

れは主に標準財政規模が増加したことによるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

用語説明 

退職手当負担見込額 

 職員の全員が当年度末において自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当額のうち、

一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額 

基準財政需要額算入見込額 

 地方債の現在高及び公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出予定額等に対して、その償還等に要する経費と

して普通交付税の算定の際に基準財政需要額に算入されることが将来見込まれる額 
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２ 資金不足比率の状況 

（１）資金不足比率 

   資金不足比率は、公営企業会計６会計ごとの資金の不足額が、各会計の事業規模に占める割

合を表す指標である。 

 

  ア 資金不足比率の算定 

    資金不足比率の算定式は、次のとおりである。 

 資金不足比率 ＝  
  資 金 の 不 足 額※  

 
 

 事 業 の 規 模（営業収益） 

 ※ 資金の不足額 

  ・法 適 用 企 業 ［（流動負債－控除企業債等）＋算入地方債－（流動資産－控除財源等）］ 

  ・法非適用企業 ［歳出総額 －（歳入総額－翌年度に繰り越すべき財源）］ 

  （ア）法適用企業における資金不足比率 

     法適用企業における資金不足比率は、表１３のとおりである。 

   表１３ 法適用企業における資金不足比率 

(単位：千円、％) 

区   分 
     

資金の不足額 
Ａ=(a-b)＋c-(d-e) 

事業の規模 
（営業収益） 

Ｂ 

資金不足 
比率 

Ａ／Ｂ 
流動負債 

a 
控除企業債等 

b 
算入地方債 

c 
流動資産 

ｄ 
控除財源等 

e 

病 院 事 業 5,908,005 2,354,848 268,662 7,979,587 84,401 △4,073,367 19,508,999 － 

下水道事業 21,819,039 15,338,482 15,000 8,480,227 0 △1,984,670 18,208,992 － 

農 業 集 落 

排 水 事 業 
357,936 248,661 15,501 199,542 64,982 △9,784 54,875 － 

水 道 事 業 2,321,938 968,341 2,000 1,583,568 0 △227,971 975,183 － 

（注）資金の不足額欄のマイナスは、資金剰余の状況であることを示している。 

 

     法適用企業における資金の不足額は、企業ごとに、流動負債から控除企業債等を控除した

額に算入地方債現在高を加えた額から、流動資産から控除財源等を控除した額を差し引いた

ものであり、いずれの企業においても資金剰余の状況で、資金の不足額がないことから、当

該比率は発生しない。 

  （イ）法非適用企業における資金不足比率 

     法非適用企業における資金不足比率は、表１４のとおりである。 

表１４ 法非適用企業における資金不足比率 

(単位：千円、％) 

区    分 
   

資金の不足額 
Ａ=a-(b-c) 

事業の規模 
（営業収益） 

Ｂ 

資金不足比率 
Ａ／Ｂ 歳出総額 

a 
歳入総額 

b 
翌年度に繰り越 
すべき財源 c 

地方卸売市場事業 895,060 895,060  0 0 445,061 － 

動 物 公 園 事 業 2,072,971 2,072,971 0 0 310,299 － 
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     法非適用企業における資金の不足額は、歳入総額から翌年度に繰り越すべき財源を控除

した額を歳出総額から差し引いたものであり、いずれの企業においても、資金の不足額が

ないことから、当該比率は発生しない。 

 

  イ 資金剰余額の前年度比較 

    資金剰余額を前年度と比較すると、表１５のとおりである。 

   表１５ 資金剰余額の前年度比較 

(単位：千円) 

区  分 令和６年度 令和５年度 増 減 額 

法

適

用 

病 院 事 業 4,073,367 5,794,469 △ 1,721,102 

下 水 道 事 業 1,984,670 1,365,749 618,921 

農業集落排水事業 9,784 － － 

水 道 事 業 227,971 139,173 88,798 

法
非
適
用 

地方卸売市場事業 0 0 0 

動 物 公 園 事 業 0 0 0 

農業集落排水事業 － 203,429 － 

     

法適用企業における資金剰余額を前年度と比較すると、病院事業で 17 億 2,110 万円減少し

ているものの、下水道事業で 6億 1,892万円増加、水道事業で 8,879 万円増加している。 

    法非適用企業である地方卸売市場事業及び動物公園事業では、両年度とも資金剰余額は生じ

ていない。    

用語説明 

法適用企業会計 

 地方公営企業法第２条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する企業に係る特別会計 

法非適用企業会計 

 地方財政法第６条に規定する政令で定める公営企業のうち法適用企業以外の特別会計 

控除企業債等 

 次の額を合計したもの 

（１）貸借対照表の流動負債に計上されている企業債及び他の会計からの長期借入金で、建設改良費等に充てるため

のものの額（控除企業債等） 

（２）貸借対照表に計上されている一時借入金及び未払金のうち、建設改良費に係るものであって、その支払財源に

充てるために翌年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金によることとし

ているものの額（控除未払金等） 

（３）連結実質赤字比率の算定上、現金会計である一般会計又は法非適用会計等との間で生じる重複額（控除額） 

算入地方債 

 建設改良費・準建設改良費（地方債に関する省令第１２条及び附則第８条に規定するもの）以外の経費の財源に充 

てるために起こした地方債の残高から、当該地方債のうち流動負債として整理されているものの現在高を控除した額 

控除財源等 

 次の額を合計したもの 

（１）算定対象年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち、翌年度に繰り越した事業の財源に充当する

ことができる特定の収入で、算定対象年度に収入された部分に相当する額（控除財源） 

（２）連結実質赤字比率の算定上、現金会計である一般会計又は法非適用会計等との間で生じる重複額（控除額） 


